
 
佐
賀
県
人
事
委
員
会
告
示
第
二
号 

 

佐
賀
県
人
事
委
員
会
公
印
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
七
月
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
賀
県
人
事
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委
員
長 

 

馬 
 

場 
 

昌 
 

平 
 
 
 

 
 
 

佐
賀
県
人
事
委
員
会
公
印
規
程 

 

佐
賀
県
人
事
委
員
会
公
印
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
佐
賀
県
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号
）
の

全
部
を
改
正
す
る
。 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
程
は
、
佐
賀
県
人
事
委
員
会
の
公
印
の
種
類
、
使
用
、
保
管
そ
の
他
公
印

に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
公
印
の
種
類
及
び
管
守
者
） 

第
二
条 

公
印
の
種
類
は
、
次
の
と
お
り
と
し
、
副
事
務
局
長
が
こ
れ
を
管
守
す
る
。 

 

一 

佐
賀
県
人
事
委
員
会
印
（
辞
令
用
） 

 

二 

佐
賀
県
人
事
委
員
会
印 

 

三 

佐
賀
県
人
事
委
員
会
委
員
長
印 

 

四 

佐
賀
県
人
事
委
員
会
委
員
長
職
務
代
理
者
印 

 

五 

佐
賀
県
人
事
委
員
会
事
務
局
印 

 

六 

佐
賀
県
人
事
委
員
会
事
務
局
長
印 

 

七 

佐
賀
県
人
事
委
員
会
事
務
局
副
事
務
局
長
印 

２ 

副
事
務
局
長
の
指
定
す
る
職
員
（
以
下
「
指
定
職
員
」
と
い
う
。）
は
、
副
事
務
局
長
が

管
守
す
る
公
印
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
。 

 

（
公
印
の
ひ
な
形
及
び
寸
法
） 

第
三
条 

公
印
の
ひ
な
形
及
び
寸
法
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

（
公
印
の
印
影
の
登
録
等
） 
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第
四
条 

副
事
務
局
長
は
、
公
印
を
新
調
し
、
又
は
改
刻
し
た
と
き
は
、
公
印
台
帳
（
様
式

第
一
号
）
に
公
印
の
印
影
を
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

副
事
務
局
長
は
、
公
印
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
公
印
台
帳
か
ら
公
印
の
印
影
の
登
録
を

抹
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

副
事
務
局
長
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
印
の
印
影
を
登
録
し
、
又
は
公
印
の
印
影

の
登
録
を
抹
消
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
公
印
の
使
用
） 

第
五
条 

公
印
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
押
印
す
べ
き
文
書
、
決
裁
文
書
そ
の
他
の

証
拠
書
類
を
指
定
職
員
に
提
示
し
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
職
員
は
、
公
印
の
使
用
を
承
認
す
る
に
当
た
っ
て
次
の
事
項
を
確
認
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

一 

決
裁
区
分
に
よ
る
決
裁
の
有
無 

 

二 

原
議
書
と
浄
書
文
書
と
の
校
合
の
有
無 

 

三 

そ
の
他
公
印
の
使
用
に
つ
い
て
必
要
な
事
項 

３ 

公
印
を
勤
務
時
間
外
に
使
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
指
定
職
員
の
承
認

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

指
定
職
員
は
、前
項
の
承
認
を
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
職
務
代
行
の
場
合
の
公
印
の
使
用
） 

第
六
条 

事
務
局
長
若
し
く
は
副
事
務
局
長
（
以
下
「
事
務
局
長
等
」
と
い
う
。）
に
事
故
が

あ
る
場
合
又
は
事
務
局
長
等
が
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
、
事
務
局
長
等
以
外
の
職
員
が
職

務
を
代
行
す
る
と
き
は
、
当
該
事
務
局
長
等
の
公
印
を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
公
印
の
保
管
） 

第
七
条 

公
印
は
、
管
守
場
所
以
外
に
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

副
事
務
局
長
は
、公
印
を
使
用
し
な
い
と
き
は
、当
該
公
印
を
堅
固
な
容
器
に
納
め
て
、

こ
れ
を
一
定
の
場
所
に
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
印
影
の
印
刷
） 

第
八
条 
合
格
通
知
書
そ
の
他
の
文
書
で
あ
っ
て
一
定
の
字
句
及
び
内
容
の
も
の
を
多
数
印

刷
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
副
事
務
局
長
の
承
認
を
得

て
、
公
印
の
印
影
を
当
該
文
書
と
同
時
に
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き
る
枚
数
は
、そ
の
都
度
の
必
要
枚
数
と
し
、

不
用
と
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
裁
断
の
方
法
に
よ
り
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
印
刷
し
た
と
き
、又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
し
た
と
き
は
、

公
印
印
影
印
刷
台
帳
（
様
式
第
二
号
）
に
そ
の
旨
を
記
入
す
る
と
と
も
に
、
指
定
職
員
の

確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
公
印
の
事
故
報
告
） 

第
九
条 

副
事
務
局
長
は
、
公
印
の
紛
失
、
盗
難
そ
の
他
の
事
故
が
あ
っ
た
と
き
は
、
直
ち

に
公
印
事
故
届
（
様
式
第
三
号
）
を
人
事
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
、
現
に
使
用
し
て
い
る
公
印
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る

改
正
後
の
佐
賀
県
人
事
委
員
会
公
印
規
程
に
基
づ
き
登
録
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。 

別
表
（
第
三
条
関
係
） 

公
印
名 

ひ
な
形 

寸
法
（
方
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
） 

佐
賀
県
人
事
委
員
会
印
（
辞
令
用
） 

   

五
二 

佐

賀

県 
 

人

事

委 
 

員

会

印 
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佐
賀
県
人
事
委
員
会
印 

   

三
一 

佐
賀
県
人
事
委
員
会
委
員
長
印 

   

三
一 

佐
賀
県
人
事
委
員
会
委
員
長
職
務
代
理
者
印 

   

二
六 

佐
賀
県
人
事
委
員
会
事
務
局
印 

   

三
〇 

佐
賀
県
人
事
委
員
会
事
務
局
長
印 

   

三
一 

佐
賀
県
人
事
委
員
会
事
務
局
副
事
務
局
長
印 

   

二
一 

佐

賀

県 
 

人

事 
 

委

員

会 

佐

賀

県

人 
 

事

委

員

会 
 

委

員

長

印 

佐

賀

県

人 
 

事

委

員

会 
 

事
務
局
長
印 

佐
賀
県
人
事 

 

委

員

会

事 
 

務

局

副

事 
 

務

局

長

印 

佐 賀 県 人 
 

事 委 員 会 
 

委 員 長 職 務 
 

代 理 者 印 

佐

賀

県 
 

人

事

委

員 
 

会

事

務

局 
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様式第１号（第４条関係） 

公 印 台 帳 

                                   人事委員会 
 

公 印 名  印   影 

登録年月日 年  月  日 

廃止年月日 年  月  日 

摘   要 

 

 

 

 

公 印 名  印   影 

登録年月日 年  月  日 

廃止年月日 年  月  日 

摘   要 

 

 

 

 

公 印 名  印   影 

登録年月日 年  月  日 

廃止年月日 年  月  日 

摘   要 

 

 

 

 

公 印 名  印   影 

登録年月日 年  月  日 

廃止年月日 年  月  日 

摘   要 
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様式第２号（第８条関係） 

公印印影印刷台帳 

    年度                             人事委員会 
 

文書の名称 使用公印名 
印 刷 

枚 数 

処 分 

枚 数 
担当者印 指定職員 確認日 備 考 
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様式第３号（第９条関係） 

                                 年  月  日 

  人事委員会委員長 様 

                          人事委員会事務局副事務局長 

公 印 事 故 届 

  次のとおり公印に事故があったので報告します。 
 

１ 
事故のあった公印 

名及び寸法 
 

２ 事故発生年月日  

３ 事故の内容  

４ 事故発生後の措置  

５ その他必要な事項  
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